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標題につき、以下の通り報告致します。 

 

１．目的 

｢専修学校における学校評価ガイドライン｣（平成 25年 3月文部科学省）に基づき、予め 

選任された委員（以下第２項に記載）により、東京柔道整復専門学校（以下、学校と称す） 

の『2022年度自己点検・自己評価報告書』につき、学校関係者評価を実施し、委員会報 

告（別紙）を取りまとめた。 

 

２．学校関係者評価委員会  

・委員 

中川 忠典 （健向接骨院グループ 代表）  

風祭 喜久夫（地元町内会 会長）  

大森 功一郎 （学校在校生 保護者）  

櫻田 勝久 （㈱教育企画センター 代表取締役） 

菊地 正  （学校卒業生） 

三浦 照幸 （立教新座中学・高等学校 元教頭） 

 

・学校事務局 

高山 雅行 （理事長） 

中谷 三保子（校長） 

村越 嵩紀 （教員） 

中尾根 靖司（法人本部長） 

上村 洋太 （法人事務局）  

 

 

３．開催日時 



第 1回 2022年 11月 2日（水）13：00～14：00（オンライン開催） 

第 2回 2023年 2月 7日（火）13：00～14：00（オンライン開催） 

第 3回 2023年 3月 28日（火）13：00～14：00（オンライン開催） 

 

４．場所 

東京柔道整復専門学校 会議室 

 

５．委員会報告 

別紙のとおり 

 

６．その他 

委員会での質疑・評価内容などについては、各回とも議事録を作成し、保管している。 

本年度の委員会は、コロナウイルス感染症対策として、オンライン開催にて実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙） 



委員会報告 

 

１．概要 

2017年度より活動を開始した学校関係者評価委員会（以下、本委員会と称す）は６年 

目に入った。本年度はコロナ禍の影響もあり、全３回をオンライン開催としたが、スムー 

ズな運営ができた。 

保護者の委員今年度が 2年目・他の委員は 2期目の 2年目となり、本校への理解度が増

すと同時に、委員相互や学校出席者（教職員）との意思疎通がよりスムーズとなり、委員

会運営が一層円滑化した。 

本委員会の審議については、国家試験に向けた態勢など質疑などが活発に行われた。 

 

２．2022 年度 評価基準項目ごとの評価 

（１）教育目標と本年度の重点目標と評価 

  ・学校の教育理念・目標 

・建学の精神 

優れた柔道整復師の育成とその人財面における人格の陶冶 

・教育理念 

『知』を磨くあくなき探究心の醸成 

『情』を育む健全な心身の鍛錬 

『意』を明らかにする強い信念の確立 

・教育目標 

生きていく為の術を教授し、もって社会に貢献できる人財の育成 

  ・2022年度重点目標 

   ・教育活動の充実 

（1）1、2年次教育の充実 

（2）3年次教育の充実   

（3）新カリキュラムにおける外部臨床実習への対応 

（4）卒後教育の充実 

（5）臨床教育の充実 

・学生募集活動の目標達成（入学定員 180名充足） 

・事業の拡充  

 

（２）基準１ 教育理念・目的・育成人材像 

 【大項目総括】 

建学の精神及び教育理念に基づいて、時代に即し、業界から嘱望される人財の育成 

を目指す。 

柔道整復師としての仕事を通して、業界はもとより、広く社会全般において貢献出来 

る人財を育成することである。 

柔道整復師を目指すには、国家試験合格が必須であり、毎年『全員合格』を目指した 

万全の体制を整えている。一方で、医療制度の一端を担う治療家としての柔道整復師が、 

その使命と役割を全うする上で必要不可欠となる臨床技術を習得し、より一層磨きをか 

ける為に、資格取得後（卒業後）にも臨床研修（就職・勉強会）を行う体制を整備する。 



さらに、柔道整復師の将来性を踏まえ、業務範囲の拡大・拡張を視野に、柔道整復師 

養成校の立場から、時代に即した新たな業務分野の開拓・創造にも取り組む。 

理事会・評議員会での適宜・適切な決裁を仰ぎながら、理事長・校長を中心に教員・ 

職員が一致協力して、日々の業務は円滑に運営されている。 

柔道整復師資格取得のための国家試験合格を目指した指導体制に偏りがちな状況を 

踏まえ、常に柔道整復師養成の原点に立ち戻り、柔整教育の充実を図ってきた。特に実 

技教育の充実を目指して、卒業生向けの研修にも取り組んでいる。 

柔道整復師養成校の立場から、その業務範囲の拡大は、在校生と卒業生たちの将来に 

関わる重要事項との認識に立ち、常に新たな分野の新規・深耕開拓を模索している。 

 【委員からの質問】① 

   今年度の「国家試験対策」について。 

   

 【補足説明】 

   オンライン授業が多かった学年だが、柔整師は患者と相対する仕事。国試までの間 

と次年度も対面授業は死守していきたい。2/11 の大正模試の結果次第では可能性の 

ある学生は引き上げていきたい。 

 

 

（３）基準２ 学校運営 

 【大項目総括】 

   2015年度より学内で実施している MVV活動（Mission；存在理由、Value；行動指針、 

Vision；あるべき姿）の中で、部門ごとに MVVに基づき、活動指針や業務目標を定めて 

いる。 

また種々の学校業務を円滑に進めるため、諸規程を整備し、適切に運営している。各 

種の規程の修正は、所定の手続きを経て見直しており、全学体制の観点から業務の改 

善・改革を念頭に日常業務を遂行している。 

組織は小規模にして簡素、運営は簡潔であり、部門内・部門間・業務推進レベルなど 

に応じて、適宜・適切に会議を招集するなど、組織の特性を活かした柔軟な対応をして 

いる。 

 

（４）基準３ 教育活動 

 【大項目総括】 

  教育方針に則り、目標を定め、学年ごとに授業方針や到達目標も明示し、国家資格の 

取得と臨床能力修得のための指導体制を整備しており、国家資格取得指導に偏らず、臨 

床対応力を充分に培った柔道整復師の養成を重視している。 

成績評価、進級・修了認定などの基準を学則及び教務規程に定め、学生に明示してい 

る。各科目担当の教員は基準に則って成績を評価し、進級・修了などの判定を行い、そ 

の結果を教員会議で審議し、校長らの判断を加えて最終決定とする。 

学生に対しては、柔道整復師免許の内容・取得の意義について明示し、免許取得に関 

わる授業科目や特別講義なども実施している。また、国家試験に不合格となった卒業生 

に対しても、特別指導体制（杏文塾）を整備している。 

各クラス担任による学生個々の状況把握と、それに基づく個別指導や事前の問題把握 

と解消に対処し易い体制も整えている。 



教員は、種々の研修会や勉強会を通じて、常に最新・最先端の医学知識・医療技術を 

習得し、特に柔道整復の教員は、日々の臨床経験も活かして教授に当っている。 

学校は、公益社団法人日本柔道整復師会役員兼務の教員を通して関連業界とのパイプ 

を保っている。 

 

（５）基準４ 学修成果 

 【大項目総括】 

本校の使命は、柔道整復師の養成である。即ち、学生が柔道整復師国家資格を取得、 

それによって生涯に亘る職に就く事である。従って本校卒業生の就職率は常に 100％を 

目指しているが、現状ほぼ目標通りに推移している。 

就職活動支援には専門の窓口を設け、本校卒業生の接骨院などを中心とする業界での 

求人先を開拓して求人を獲得するとともに、一般の求人情報などと合せて在校生に開示 

している。 

また就職率の向上を図るため、就職相談会の実施・外部就職セミナー受講・在校生に 

対して就職に関するアンケートなどを実施している。学生にとって、柔道整復師になる 

為の第一関門である柔道整復師国家試験の合格率は、常に 100％を目標とし、受験者数 

は、入学者全員を目指しているが、中途退学者などが皆無にはならない。 

国家試験対策としては、各学年での通常授業の理解促進のための補講から、長期休 

暇を利用した特別補講、更には、3年生を対象とした国家試験対策講座などきめ細かく 

実施している。また学生同士のグループ勉強会の実施を促している。 

 

〔委員からの質問〕② 

 卒業生の活躍の一例を紹介頂きたい。 

〔補足説明〕 

   KPCセンター長の活躍。スケートの国際大会の帯同や国体東京都代表のトレーナー活

動。 

 

（６）基準５ 学生支援 

 【大項目総括】 

就職相談会や専任担当者による個別相談などを通して就職支援をしており、同窓会や 

外部の人材斡旋業者との連携も図っている。 

学生が中途退学する要因は、学習内容に対する入学前後の認識ギャップや経済的困難、 

進路の変更、生活習慣の不適応など様々である。その対処としては、入学前の学校説明 

の徹底と個別進路アセスメントなどと、入学後の学生が抱える様々な問題に対して、ク 

ラス担任制や学生相談室を活用した早期対処が必要である。 

学生の健全な就学のためには、私生活や身体的・心理的な不具合にも対応できる体制 

を整え、学生相談窓口の設置や心理カウンセラーの選任、附属臨床実習施設を窓口とし 

て近隣の医療機関との連携も確保している。 

入学金減免制度や学費の分納制度、奨学金などの公的支援体制を活用し、学生に対す 

る経済的な支援を拡充させており、大規模災害などの被災者に対する就学支援は、必要 

に応じて制度化して対応している。 



遠隔地から入学する学生の支援として、学生寮や学生用の賃貸物件を斡旋する業者と 

の提携がある。また、読売新聞社の読売奨学会とも連携を図っている。 

 

（７）基準６ 教育環境 

【大項目総括】 

本校の諸施設・諸設備は、柔道整復師養成施設指定規則及び養成施設指導ガイドライ 

ンに基づき、整備しており、毎年施設・設備の自己点検を行い所轄官庁に報告している。 

学校は、卒業生が在籍する接骨院などを中心に学業を優先して受け入れて頂ける研修 

先を学生に紹介しており、必要に応じて求人先との折衝も行っている。 

海外研修は、柔道整復師の養成に直接的な要件ではないが、一社会人としての素養・ 

見識を高める目的で、学生に対して機会を提供している。 

火災や地震などの災害に備え、学生と教職員の安全を第一とし、同時に周辺住民への 

支援も視野に入れた防災対策を目指して組織体制を整備し、法令に則って消防計画を作 

成する。また災害時に不可欠となる救急救命、緊急支援を提供する体制を附属の杏文接 

骨院を中心に再整備する。 

（８）基準７ 学生の募集と受入れ 

【大項目総括】 

高等学校の進路指導室訪問や、進路説明会に参加することで、本校の教育活動や学修 

成果を伝え、高等学校との信頼関係の醸成を図っている。 

学生募集に関しては、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会の指針に沿って遂行 

しており、誇大な表現を避け、就職実績、資格取得実績などの学修成果を正確に伝える 

と同時に、学校の特徴を分かり易くまとめ、閲覧者に適切に伝わる様に努めている。 

入学選考は、その基準・方法を明確に定め、募集要項などに記載した上で、柔道整復 

師養成施設指導ガイドラインにも準拠して、公平かつ適正に実施している。 

学費等は、教育内容や必要経費を基に算定し、同時に保護者や学生の経済的状況も勘 

案した総合的な見地から妥当な水準に設定している。 

〔外部委員からの質問〕 

 次年度新入生の状況について 

〔補足説明〕 

  新しい入試制度を行い、夜間部新入生が前年度から増加した。 

（９）基準８ 財務 

【大項目総括】 

財務基盤としては、近年の応募（入学）状況は定員充足しており、収支バランスは安 

定している。 

事業活動収支差額比率（基本金組入前当年度収支差額÷事業活動収入）も高く、また 

人件費率（人件費÷事業活動収入）も適正な割合であり、経常的な活動から安定した経 

営原資を生み出している。 

また現在の貸借対照表の数値を基にした財務分析（貸借対照表関係比率）でも、流動 



比率（流動資産÷流動負債）、前受金保有率（現金預金÷前受金）は共に高く、財務の 

健全性は保たれている。 

しかし専門学校を含む高等教育機関を取り巻く募集環境は厳しさを増しており、今後 

を見据えた中長期計画を実現させる為のさらなる財務基盤の強化が必要。 

予算・収支計画に関しては、教育目標・中期計画との整合性を図り、各部門の要求内 

容と前年実績等を基に策定している。今後の事業展開に伴う組織規模の拡大も考慮し、 

予算規程及び経理規程に基づいたチェック体制を整備している。 

 
 

（１０）基準９ 法令等の遵守 

【大項目総括】 

関係法令を順守し、学校運営を適正・適切に行うに当たり、必要に応じて関係法令な 

どを参照しながら日常の業務執行にあたっており、学校の運営上必要となる諸届や報告 

も適時・適切に実行している。 

セクシャルハラスメントなどの防止の為に対応マニュアルを策定し、学校に対するコ 

ンプライアンス上の疑義が生じた場合に備え、相談窓口を設け、全教職員および学生に 

周知徹底を図っている。 

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）に基づき、適正・適切に対処しており、 

大量の個人データを蓄積した電磁記録の取扱いに関し規程を定め、適切に運用している。 

 

（１１）基準１０ 社会貢献・地域貢献 

【大項目総括】 

埼玉県立ふじみ野高校との教育連携や、地域のお年寄りや更には地域の小学生を対象 

とした少年柔道教室などを定期的に開催している。また近隣町内会の秋祭りの運営に人 

的貢献をしている。 

業界関係者が開催する種々の研究会や勉強会、更には近隣町内会などへ学校施設を貸 

出している。 

国際貢献としては、柔道整復師の直接的な活躍のチャンスは少ないが、その技術が活 

用できる場面もあり、2018年度より、ミャンマー柔道協会に協力し、救護活動を行っ 

ている。 

〔委員からの質問〕④ 

少年柔道教室の活動内容について 

〔補足説明〕 

   奨学生を対象とした柔道教室である。柔道大会に参加するだけでなく、クリスマス 

パーティ、豆まき、卒業送別会なども行っている。柔道を通し、人間形成を目的とし

ている。 

 

 


